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第 1節基礎的事項

１．公益法人の数

　平成 15 年 10 月１日現在の公益法人は 25,825 法人あり、うち社団法人が 12,836 法人、財団法人が

12,989 法人となっている（図 2-1-1）。

第２章

公益法人の現況

　我が国の経済社会における民間非営利セクターによる活動の重要性は近年ますます高まっており、

その中で最も長い歴史を有し、中核を担ってきた公益法人の役割も大きなものとなっている。

　本章においては、公益法人の活動状況等の全体像を明らかにするために、第１節において、公益法

人の基礎的事項について、第２節において、個別的な事項について、それぞれ数量的に明らかにする

（公益法人の全体像については資料 28(P.191)）。

第1節 基礎的事項
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　すべての公益法人は、その目的・事業の内容や活動の範囲によって、各所管官庁の監督に属している。

所管官庁は、まず、国と都道府県とに区分される。さらに、国は、本省庁（民法上の主務官庁（１府 10 省）

及び内閣府の外局（防衛施設庁を除く。））と地方支分部局（金融庁、総務省、法務省〔現在のところ

所管する法人は存在しない。〕、財務省、厚生労働省及び国土交通省）とに区分され、都道府県は、都

道府県知事と都道府県教育委員会とに区分される。したがって、所管官庁は、本省庁、地方支分部局、

都道府県知事及び都道府県教育委員会の四所管類型に区分されることになる（第１章第３節 (P.5) 参

照）。
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第 2章 公益法人の現況

　なお、目的・事業の内容が、複数の官庁の所掌事務に関連する場合には、それらの官庁の「共管」

という形で指導監督等が行われることになる。このように、複数の官庁の指導監督等を受けている公

益法人があることから、所管官庁ごとの公益法人数の単純な合計数（延べ数）は、所管官庁間の共管

重複分だけ実際の公益法人数（実数）よりも多くなる。

　所管類型別の法人数（実数）は、図 2-1-2 のとおりである。全体の延べ数は 26,626 法人、実数は

25,825 法人、国所管の延べ数は 7,488 法人、実数は 7,009 法人、都道府県所管の延べ数は 19,138 法人、

実数は 18,987 法人となっている。

　所管官庁別法人数は、表 2-1-3 のとおりである。

図２－１－２ 所管類型別法人数

表２－１－３ 所管官庁別法人数
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第 1節基礎的事項
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第 2章 公益法人の現況

２．公益法人数の推移

　平成８年以降の公益法人数（実数）の推移は、図 2-1-4 のとおりである。公益法人数は 10 年の

26,380 法人をピークに減少に転じ、15 年 10 月１日現在の公益法人数は前年同期の公益法人数に比べ、

全体で 218 法人（0.8％）の減少となっている。

　国所管法人は 77 法人（1.1％）減少し、３年連続で減少した。また、都道府県所管法人も 145 法人

（0.8％）減少し、平成 10 年をピークに減少傾向が続いている。

図２－１－４ 法人数の推移
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３．性格別法人数

　公益法人は、非営利（構成員に配当を行わない。）かつ公益（不特定多数の者の利益を図る。）を目

的とする法人であるが、その設立に当たっては、所管官庁の裁量が非常に広範であるため、時代及び

所管官庁によって、公益性の判断の基準が異なっていた。また、設立を許可された時点においては公

益性があると判断されていた法人であっても、現在の基準から判断すると、公益性に乏しい又は公益

性が認められない法人も少なからず存在している。
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第 1節基礎的事項

　表 2-1-5 は、各所管官庁が、現在の公益性に関する基準から判断して、所管法人を①本来の公益法

人、②互助・共済団体等、③営利法人等転換候補及び④その他の４類型に分類したものである。

　本来の公益法人とは、その目的・事業に現在においても公益性があり、公益法人として十分な資格

を持っている法人のことである。これに該当するものが21,837法人（公益法人全体の84.6％）あった。

　互助・共済団体等とは、その目的・事業が、公益（不特定多数の者の利益を図る。）というよりは、

共益（構成員相互の利益を図る。）と考えられる法人のことであり、互助会、共済会、同窓会等があ

げられる。これに該当するものが 3,804 法人（14.7％）あった。

　営利法人等転換候補とは、その法人の公益事業が営利企業の事業と競合し、又は競合し得る状況と

なっている法人であり、30 法人（0.1％）あった。これらの法人は、公益性を高めたり、新たに公益

性の高い事業を付加する措置が講じられない法人であって、公益法人の営利法人等への転換に関する

指針（第１章第５節 (P.16) 参照）に従って、株式会社等に転換することなどが必要である。この指

針に従って平成 15 年度に営利転換を行った法人が６法人（すべて都道府県所管）ある。これらに加え、

中間法人を設立した上で解散した法人が１法人（都道府県所管の社団）ある〔資料 31(P.197)〕。

　その他とは、上記の３分類に従って、法人の性格を調査時点で分類できなかったものである。法人

の性格については、それぞれの類型に応じて指導監督方法も異なってくるため、的確に把握すること

が必要である。

４．新設法人数

　最近８年間における新設法人数は、表 2-1-6 のとおりである。近年のピークであった平成８年の

434 法人と比べると、15 年は 144 法人と３分の１程度に減少している（本文の各年とは、調査年の前

年 10 月２日から調査年 10 月１日までの１年間の動向をいう。）。

性格別法人数表２－１－５

新設法人数表２－１－６
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　平成 15 年において解散した 439 法人を、解散事由から、①自主解散、②指導による解散、③設立

許可取消、④合併・事業移転、⑤破産及び⑥その他の６類型に分類すると、以下のようになる。なお、

この分類は、民法（明治 29 年法律第 89 号）第 68 条に規定されている解散事由とは異なっている。

　「自主解散」とは、定款又は寄附行為に定められた解散事由の発生（民法第 68 条第１項第１号）、

事業の成功又は成功の不能（同条同項第２号）、社団法人については社員総会の決議等（同条第２項）

のように法人が自らの意思により解散することであり、分類した中で最も多く 216 法人（49.2％）が

該当する。

　「指導による解散」とは、所管官庁の行政指導又は解散勧告等によって解散した場合であり、形式

的には自主解散と同じになる。これは９法人（2.1％）と少ない。

　「設立許可取消」とは、休眠状態の場合や目的外事業その他公益を害するような行為を行った場合に、

所管官庁が民法第 71 条に基づいて、設立許可を取り消した場合のことであり、49 法人（11.2％）であっ

た。

　「合併・事業移転」とは、民法上合併に関する規定はないが、特に地方自治体が出えん等を行って

設立したいわゆる外郭団体的公益法人の整理・統廃合等に伴い解散するような場合を実態的に見て区

分したものであり、139 法人（31.7％）であった。

　「破産」とは、破産原因（支払不能、支払停止及び債務超過に陥った場合）が発生した場合に、破

産法の規定に従い破産宣告を受け解散した場合のことであり、１法人（0.2％）であった。

　「その他」とは、社会福祉法人等への組織変更や、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）に基づく

地縁による団体等の他の法人格へ移行した場合であり、25 法人（5.7％）であった。

表２－１－７ 解散法人数������������
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５．解散法人数

　最近８年間における解散法人数は、表 2-1-7 のとおりである。平成 14 年の解散法人数である 312

法人に比べ、15 年は 439 法人と増加している。解散法人数については近年増加傾向にあるが、これは、

都道府県における行政改革の一環として、都道府県の外郭団体的公益法人の整理・統廃合等を進めて

いることや、14 年３月に総務省が所管官庁に対して所管不明法人及び休眠法人の処理促進について

の通知を行ったこと（第１章第５節 (P.16) 参照）を踏まえ、各所管官庁がこうした所管不明処理法

人等の処理に積極的に取り組んだことによるものと考えられる。
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６．設立年代別法人数

　設立年代別の公益法人数及び社団・財団の比率を示したものが、図 2-1-8 である。ここにおける設

立年ごとの法人数は、平成 15 年 10 月１日現在において活動中である法人を、設立を許可された年ご

とに集計したものであって、かつて存在していたが現在は解散、あるいは休眠化等により活動してい

ない法人は含まれていないため、各年に設立を許可された法人数とは異なる点に注意が必要である。

図２－１－８ 設立年代別法人数及び社団・財団比率
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　現在活動している法人の約７割が昭和 41 年以降の設立である。昭和 21 年以降は 10 年ごとに区分

してあるが、「昭和 20 年以前」について見ると、明治期設立が 207 法人、大正期設立が 359 法人、昭

和元年から 20 年設立が 775 法人となっている。なお、今回の調査で把握した最も設立の古い法人は、

（社）天神町報徳社〔静岡県教育委員会所管〕で明治 18 年６月 11 日（現行民法施行前である。）の設

立である。

　年代別の社団・財団の設立比率については、昭和 20 年以前に設立された法人では、財団の比率が

かなり高いのが目につく。また、「昭和 21 ～ 30 年」では社団の比率がかなり高く、反対に、「昭和

31 ～ 40 年」及び「昭和 61 年～平成７年」では、財団の比率が多少高くなっている。その他の年代では、

社団・財団の比率はほぼきっ抗している。

７．主務官庁別法人数

　都道府県知事及び都道府県教育委員会も公益法人の指導監督等を行っているが、これは、都道府県

知事その他の執行機関が、主務官庁の権限に属する事務を処理することができる旨の民法の規定（第

83 条ノ３）を受けて行っているものであり、都道府県所管法人には主務官庁が存在する。そこで、

所管類型（本省庁、地方支分部局、都道府県知事及び都道府県教育委員会）ごとに主務官庁別の公益

法人数を示したものが、表 2-1-9 である。

合 　計 割合（％）

1,341 5.2

2,977 11.5

3,067 11.9

5,191 20.1

5,796 22.4

5,642 21.8

1,811 7.0

25,825 100.0



34

第 2章 公益法人の現況

　なお、より正確に実態を把握するため、民法上の主務官庁ではなく国務大臣を長とする内閣府の外

局（防衛施設庁を除く。）を加えた 14 省庁別に区分している。また、国所管法人と同じように、都道

府県知事所管法人にも、目的が広範囲に及ぶ法人については、主務官庁が複数になるものがあるため、

合計数（26,956）は実際の法人数（25,825）より多くなる。

　１番多いのは厚生労働省関連法人で、7,911 法人と全体の３割程度を占めている。これは以前から

医療や雇用の問題に取り組む法人が多かったことに加え、福祉の充実や高齢者問題といった最近の

テーマに関連した法人が多いことによるものと考えられる。

　次が文部科学省関連法人で、6,885 法人（25.5％）であるが、これは民法第 34 条に挙げられてい

る五つの目的のうち「慈善」を除く「祭祀、宗教、学術、技芸」の４分野が文部科学省の所掌事務に

関連していることが大きく影響していると考えられる。

　厚生労働省と文部科学省関連の法人で全体の半数以上を占めているが、以下、国土交通省、経済産

業省、農林水産省と続いている。

８．設立目的別法人数

　設立目的を、①生活一般、②教育・学術、③政治・行政及び④産業の４分野にまず区分し、更に

小分類項目に区分したものが、図表 2-1-10 である。公益法人概況調査においては小分類の中から主

要な設立目的を二つ以内で記入することとしているため、合計数は法人数とは一致していない。ま

た、大別した４分野の法人数は、小分類項目の法人数の単純合計であり、割合欄の数値は延べ法人数

（26,626）に対する百分率である。

　この中では、「生活一般」が 14,391 法人（54.0％）と最多であり、「教育・学術」が 10,812 法人（40.6％）、

「政治・行政」が 3,133 法人（11.8％）、「産業」が 7,241 法人（27.2％）となっている。
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表２－１－９ 主務官庁（府省）別の法人数
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図表２－１－ 10 設立目的別法人数�����������������
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　小分類項目について見ると、「保健・衛生・医療」が 3,917 法人（14.7％）と一番多いが、これは、

医師会や薬剤師会の法人の目的分野であり、そのため都道府県所管の社団の数が目立っている。次に

多いのが「教育」の 2,955 法人（11.1％）であるが、これは、各種学校や美術館、博物館、図書館等

の法人が掲げる目的であり、都道府県所管の財団が多い。３番目は「職業・労働」の 2,331 法人（8.8％）

であり、都道府県所管の社団が多くなっている。

９．事業種類別法人数

　設立目的を達成するために行う事業内容に従って分類したものが、図表 2-1-11 である。公益法人

概況調査では、設立目的一つに対して、事業内容を２種類以内で記入することとしているため、合計

数は設立目的における法人数よりも多くなっている。

　事業種類として一番多く挙げられているのは、「指導・育成」で 16,027 法人（60.2％）となってい

る。具体的には、教育・訓練、相談及び研修会・講習会といった事業であり、社団に多く見られる。

　次が「振興・奨励」で 12,966 法人（48.7％）であり、振興、助成・給付、貸与、表彰及び信用保証といっ

た金銭給付を伴うものがあるため、財団に多く見られる。

　以下、「調査・研究」の 11,737 法人（44.1％）、「普及・広報」の 8,237 法人（30.9％）と続くが、

それ以外で特徴的なのは「施設の運営」で、都道府県所管の財団に非常に多い。これは、これらの財

団が地方自治体が建設した会館・施設の管理等を行っているためと考えられる。

図表２－１－ 11 事業種類別法人数
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10．社団法人における民法上の社員

　社員とは、社団法人の法人格の基礎となる構成員（個人、団体（法人）を問わない。）のことであり、

通常、会費等を払って法人運営（総会等）に参加している。

　社員数の規模別の法人数を示したものが、図表 2-1-12 である。これによると、99 会員以下の小規

模法人が 5,265 法人と４割以上を占めている（この中に社員数０の法人が 20 法人含まれているが、

民法の規定によれば、社員の欠亡は解散事由に当たる。）。次に多いのが、100 以上 499 会員以下の区

分で 4,268 法人（33.3％）であり、ここまでの区分で全体の約４分の３を占める。規模が大きくなる

につれて法人数が少なくなり、5,000 会員以上を擁する法人は 466 法人であり、このうち５万会員以

上の法人も 31 法人ある。

　１法人当たりの平均は 1,124 会員となっているが、これは一部の極めて規模の大きい法人が全体の

平均を引き上げているためであり、メジアン（注）は 150 会員である。
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（注）メジアン（中央値、中位数）とは、変数を大きさの順に並べたとき、その中央で全数を２群に等分する境界点の数値。変数が偶数

　　個のときには中央の２つの値の平均をメジアンとする。例えば 25,825 の全公益法人の資産額を大きい順に並べたときに、第 12,913

　位の公益法人の資産額がメジアンとなる。
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　なお、社員数が一番多い法人は、（社）日本看護協会〔厚生労働省所管〕（56 万会員）であり、以下、（社）

青山学院校友会〔文部科学省所管〕（28 万会員）、（社）旭川地方自家用自動車協会〔国土交通省地方

支分部局所管〕（21 万会員）となっている。

　国所管法人と都道府県所管法人とを比較してみると、活動範囲等の違いから、国所管法人の方に大

規模法人が多く（5,000 会員以上の場合、国が 275 法人、都道府県が 191 法人）、平均会員数では都

道府県所管法人の約３倍となっている。ただし、都道府県所管法人にも多くの社員を有しているもの

も少なくなく、（社）東京都小学校 PTA 協議会〔東京都教育委員会所管〕（11 万会員）が最多となっ

ている。

図表２－１－ 12 社員規模別法人数
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11．財団法人における基本財産

　基本財産とは、財団法人の法人格の基礎となる財産であり、本来、その運用益をもって公益活動を

行うべきとされているため、取り崩し等には非常に厳格な制限がかかっている。また、「公益法人の

設立許可及び指導監督基準」（資料４(P.112)。以下「指導監督基準」という。）においては、「設立目

的の達成に必要な事業活動を遂行するための設立当初の寄附財産の運用収入及び恒常的な賛助金収入

等があること。」と規定されている。

　基本財産の規模別の法人数を示したものが、図表 2-1-13 である。これによると、かなりばらつき

があることが分かり、最も多い区分が１億円以上 10 億円未満の 4,494 法人（34.6％）、次が１千万円
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以上５千万円未満の 3,549 法人（27.3％）となるが、その次が 500 万円未満の 1,759 法人（13.5％）

となり、基本財産規模の小さい法人も相当数を占めている。

　少額の基本財産しか有しない財団法人が存在している理由としては、設立当初には十分な金額で

あったが、基本財産の積み増しを行わずに年月が経過した結果、現在の貨幣価値とかけ離れてしまっ

たことが考えられる。

　一方、100 億円以上の基本財産を持つものも 56 法人あった。基本財産が多い法人を順に並べると、

（財）出光美術館〔文部科学省所管〕（780 億円）、（財）平和中島財団〔文部科学省所管〕（501 億円）、

（財）笹川平和財団〔国土交通省所管〕（500 億円）となっている。このような法人が存在するために

１法人当たりの基本財産の平均は３億 8,914 万円に達しているが、メジアンは 5,350 万円となってい

る。国所管法人と都道府県所管法人とを比較してみると、その平均値は、国所管が都道府県所管の３

倍以上の差となっているが、都道府県所管の法人にも 100 億円以上の基本財産を有する法人が 13 法

人あり、（財）東京富士美術館〔東京都教育委員会所管〕（406 億円）が最大となっている。

図表２－１－ 13 基本財産規模別法人数

�������������������

����� �������
�������
������

������
������

������
� � � � �

� � � � �
�� � � � �

�� � � � �

� � � ����� ��� ��� ��� ��� ����� ��� ��������� ���

� � � � � � ����� ����� ��� ����� ����� ����� ��� ��������� ���

������ ����� ��� ����� ����� ����� �����

����� ���� ��� ���� ���� ���� ���

� � � � ������ ����� ��� ����� ����� ����� ����� ��������� ���

����
����

������

����
����
������

����������

� � ��������� ���

����

�

���

�����

�����

�����

�����

�����

�����

������� ����������� ���������� ��������� ��������� ������

���

������

��������

����

12．賛助会員等

　近年においては、社団・財団にかかわらず何らかの会員制度を採っているところが増加してきてい

る。そこで、財団法人における会員又は社団法人における民法上の社員以外であって、定款又は寄附

行為（以下「定款等」という。）に定めのある会員（賛助会員、名誉会員、特別会員等その名称は問

わない。）を賛助会員等として調査した結果を示したものが、表 2-1-14 である。
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　全法人の約７割の法人が、賛助会員等制度を有しないか、又は、制度は有しているが実際の会員が

いないものであった。賛助会員等が１会員以上いる法人は、7,115 法人であるが、そのうちの６割以

上が 100 会員未満と小規模である。しかしながら、賛助会員等の合計は約 3,958 万会員に達している。

これは、極めて多数の賛助会員を有する法人が存在するためであり、特に（社）日本自動車連盟〔警

察庁・国土交通省共管〕は賛助会員数が 1,707 万人で、国民の８人に１人は当該法人の会員となって

いることとなる。以下、（社）実践倫理宏正会〔文部科学省所管〕の 409 万人、（財）民主音楽協会〔文

部科学省所管〕の 130 万人と続いている。

　なお、賛助会員等が１会員以上いる法人の平均会員数は 5,563 会員、メジアンは 52 会員となって

いる。

第２節 個別事項の分析

１．役職員の状況

（理事）

　理事は民法上、法人を代表するとともに業務の執行機関として位置付けられており、法人運営上重

要な役割を担っている。このため、指導監督基準においては、理事の選出方法、定数、任期、構成、

報酬等について様々な規定が設けられている。

　理事数について規模別に法人数を示したものが、表 2-2-1 である。理事の合計は 40 万 7,514 人で、

１法人当たりの平均は 15.8 人、メジアンは 13 人であり、平均値とメジアンとの乖離は小さい。最も

多いのは、10 ～ 19 人の法人の 11,962 法人（46.3％）で半数近くを占めている。また、０～９人の

法人も 7,966 法人（30.8％）と多く、３番目に多い 20 ～ 29 人の法人も合わせると全体の９割以上が

この範囲に収まっている。

　理事数が多い法人として、100 人以上のものが 65 法人となっている。理事数の多い法人を順に並

べると、（社）日本経済団体連合会〔経済産業省所管〕（555 人）、（社）関西経済連合会〔経済産業省

所管〕（302 人）、（社）経済同友会〔経済産業省所管〕（277 人）となっている。理事数が特に多い法

人については、理事会が法人にとって負担になったり、機能が形骸化することもあり、法人の事業規

模、内容等に応じ適切な数とする必要がある。

　一方、理事数が少ない法人については、２人以下の法人が 59 法人あった。理事数があまり少数で

表２－１－ 14 賛助会員等規模別法人数
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表２－２－１ 理事規模別法人数

あると法人の適正な運営を確保することが困難になり、特定の理事の専横を招くおそれがあるため、

十分に注意する必要がある。

　社団の理事数と財団の理事数とを比較すると、平均では、社団の方が財団より多い。これは、社団

においては、社員の中から理事を選出することが多いことが関連していると考えられる。

（常勤理事）

　理事は、法人の業務の執行機関として法人の運営上重要な役割を担うものであるが、大部分の理事

は、理事会等における重要な意思決定への参加という形で法人の運営にかかわっているものであり、

経常的な業務の執行には直接携わってはいない。通常、経常的な業務の執行は、常勤理事（公益法人

概況調査においては「最低でも週３日以上出勤している理事」としている。）により行われているが、

その人数について規模別に法人数を示したものが、表 2-2-2 である。

　これによると、常勤理事の合計は 20,007 人、１法人当たりの平均は 0.8 人である。また、約半数

の法人に常勤理事がいないことが分かる。常勤理事がいない法人は国所管法人では３分の１弱だが、

都道府県所管法人では６割近くに達している。これらの法人においては、日常業務の執行は事務局職

員に任せていること等が考えられる。

　０人に次いで多いのが１人の 8,735 法人（33.8％）であり、２人の 2,222 法人も合わせると全体の

約９割は常勤理事が２人以下となっている。また、財団の方が社団より常勤理事数が多い傾向があり、

理事数の場合と逆になっているのが特徴的である。常勤理事が多い法人は、（社）北海道勤労者医療

協会〔北海道知事所管〕（51 人）、（社）山梨勤労者医療協会〔山梨県知事所管〕（28 人）、（社）福岡

医療団〔福岡県知事所管〕（27 人）となっている。
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表２－２－２ 常勤理事規模別法人数
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（公務員出身理事）

　公務員出身者が公益法人の理事として業務を執行している状況をまとめたものが、図 2-2-3 である。

ここで公務員出身者とは、国所管法人の場合、原則として国の本省庁課長相当職以上を経験し、退職

後 10 年未満の間に当該公益法人の理事に就任して現在に至っている者を指す（詳細な定義について

は、公益法人の設立許可及び指導監督基準の運用指針（資料５(P.118)。以下「運用指針」という。）

参照。）また、都道府県所管法人についても、国と同様の考え方である。）。

図表２－２－３ 公務員出身理事のいる法人数等の推移
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　まず、国所管法人の理事における国家公務員出身者は 5,889 人であり、全理事数（150,268 人）の

3.9％に当たり、前年と比べて 138 人減少している。法人数では 2,325 法人であり、法人全体（7,009

法人）の 33.2％に当たり、前年と比べて 66 法人減少している。一方、都道府県所管法人の理事にお

ける都道府県公務員出身者は 13,005 人であり、全理事数（259,929 人）の 5.0％に当たり、前年と比

べて 546 人減少している。法人数では 5,095 法人であり、法人全体（18,987 法人）の 26.8％に当たり、

前年と比べて 170 法人減少している。

　次に、国所管法人の常勤理事における国家公務員出身者は 1,563 人であり、全常勤理事数（8,768 人）

の17.8％、国家公務員出身理事の26.5％に当たり、前年と比べて69人減少している。法人数では1,059

法人であり、法人全体（7,009 法人）の 15.1％に当たり、前年と比べて 54 法人減少している。一方、

都道府県所管法人の常勤理事における都道府県公務員出身者は 3,024 人であり、全常勤理事数（11,423

人）の 26.5％、都道府県公務員出身理事の 23.3％に当たり、前年と比べて 82 人減少している。法人

数では 2,363 法人であり、法人全体（18,987 法人）の 12.4％に当たり、前年と比べて 58 法人減少し

ている。

（所管官庁出身理事）

　公務員出身理事のうち、所管官庁出身者の数を示したものが、図 2-2-4 である。これによると、国

所管法人の理事における所管官庁出身者は 4,475 人であり、全理事数（150,268 人）の 3.0％、国家

公務員出身理事の76.0％に当たり、前年と比べて148人減少している。法人数では1,919法人であり、

法人全体（7,009 法人）の 27.4％に当たり、前年と比べて 69 法人減少している。一方、都道府県所

管法人の理事における所管官庁出身者は 12,241 人であり、全理事数（259,929 人）の 4.7％、都道府

県公務員出身理事の 94.1％に当たり、前年と比べて 450 人減少している。法人数では 4,861 法人で

あり、法人全体（18,987 法人）の 25.6％に当たり、前年と比べて 134 法人減少している。

図表２－２－４ 所管官庁出身理事のいる法人数等の推移
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第 2章 公益法人の現況

　指導監督基準においては、理事構成に関して、理事現在数に占める所管官庁出身者の割合を３分の

１以下にするよう規定されている（共管の場合は全共管官庁の出身者の合計を３分の１以下とする。）。

平成 15 年 10 月１日現在において、所管官庁出身者が理事現在数の３分の１を超えている法人数とそ

の推移を示したものが、図表 2-2-5 である。この図表では、共管法人を、該当する所管官庁の「共管」

欄にそれぞれ計上している。これによると、所管する官庁出身者が理事現在数の３分の１を超えてい

る法人数は、国所管では 10 法人と前年と同数であり、都道府県所管では 441 法人と前年と比べて 82

法人減少している。国所管法人についてその理由を見てみると、理事の死亡や退任により一時的に理

事現在数が減少したことによるものがある一方で、新たに所管官庁出身者が理事として就任している

法人もあった。これらの法人については、既に改善されている法人（国所管法人における所管官庁出

身理事が理事現在数の３分の１を超えている法人のうち、16 年７月１日現在で９法人が改善済）も

あるが、残りの法人についても所管する官庁出身理事の退任等の速やかな改善措置が採られるよう、

所管官庁において適切な指導監督を行うことが必要である。

　また、指導監督基準決定直後の平成８年 10 月１日現在の法人数からの推移を見ると、指導監督基

準の決定により、理事構成の適正化が進んできたことがうかがえるが、都道府県所管法人ではいまだ

に多数の法人において、理事現在数に占める所管官庁出身者の割合が３分の１を超えている状況にあ

ることから、指導監督基準に則して引き続き更なる適正化に強力に取り組んでいくことが必要である。

図表２－２－５ 所管官庁出身理事数が３分の１を超える法人数とその推移�����������������������������������
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第 2節個別事項の分析

（同一親族・企業関係者理事）

　指導監督基準においては、所管官庁出身理事の割合の制限に加えて、同一の親族（３親等以内の親

族及びこの者と特別の関係にある者）及び特定の企業の関係者（役員、使用人、大株主等）の理事現

在数に占める割合を３分の１以下にするように規定されている。この割合が３分の１を超えている法

人数を示したものが、表 2-2-6 である。

表２－２－６ 同一親族理事の状況別法人数及び同一特定企業関係者理事の状況別法人数
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第 2章 公益法人の現況

（同一業界関係者理事）

　指導監督基準においては、所管官庁出身理事の割合の制限に加えて、同一業界関係者の理事現在数

に占める割合を２分の１以下にするよう規定されている。

　同一業界関係者の理事現在数に占める割合が２分の１を超えている法人数を示したものが、表

2-2-7 である。これによると、その法人数は 6,201 法人となっている。この中には一部互助会も含ま

れている。社団・財団の別では、社団の方が多いものの、財団でも多数存在している。なお、理事全

員が同一業界関係者である法人数は 3,658 法人となっている。

表２－２－７ 同一業界関係者理事の状況別法人数
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（監事）

　監事は、法人の会計、財産、理事の業務執行等の状況を監査するために重要な機関であり、民法上

は設置が任意とされているが、指導監督基準においては、監事を必ず設置することと規定されている。

その人数を規模別に示したものが、表 2-2-8 である。

　これによると、監事の合計は 57,068 人、平均は 2.2 人で、規模（人数）別でも２人の区分が

18,872 法人（73.1％）と７割以上を占めている。１人から３人の区分にほとんどの法人が収まって

いるが、５人以上の区分も 221 法人ある。もっとも、活動範囲が全国的なものなど、法人の規模が相

当大きい法人については、ある程度の監事数が必要となるものと考えられる。なお、監事数が最も多

い法人は、（社）埼玉県建設業協会〔埼玉県知事所管〕の 12 人となっている。

　監事のうち、常勤監事（本調査では「最低でも週３日以上出勤している監事」としている。）とし

て日常業務に携わっている者の合計は 400 人、常勤監事がいる法人数は 358 法人（全法人数の 1.4％）

となっている。

　国所管法人の監事における国家公務員出身者は 583 法人に 687 人（社団法人に 185 人、財団法人に

502 人）であり、都道府県所管法人の監事における都道府県公務員出身者は 1,985 法人に 2,413 人（社

団法人に 596 人、財団法人に 1,817 人）である。

　なお、監事制度がない法人は 46 法人である。監事制度がない法人及び監事制度があっても監事が

選任されていない法人については、早急な改善が必要である。
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第 2節個別事項の分析

（外部監事）

　公益法人のうち互助・共済団体等の法人に関しては、指導監督基準において、法人に関する抜本的

法改革が行われるまでの間は、業界関係者又は所管官庁出身者以外の者を監事とするよう、所管官庁

が強力に指導することとされている。この外部監事の導入状況について示したものが、表 2-2-9 であ

る。

　これによると、互助・共済団体等の法人のうち、外部監事を導入していない法人が約７割となって

いる。これらの法人の所管官庁においては、外部監事制度の導入に向け、引き続き強力な指導が望ま

れる。

表２－２－８ 監事規模別法人数
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表２－２－９ 外部監事導入の有無別法人数
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（現職公務員理事・監事）

　公益法人の役員には、欠格要件（民法施行法〔明治 31 年法律第 11 号〕第 27 条）はあるものの、

特段の資格要件はない。したがって、職業や国籍による役員就任への制限はない。しかしながら、現

職公務員については、法人を指導監督する立場にあることから、公益法人の役員への就任は適当でな

いものと考えられている。

　都道府県所管法人については、都道府県が直接出えんして設立した外郭団体的公益法人が多数存在

しており、その業務の実施、監督等のために、国所管法人に比べて、現在においても現職の都道府県

公務員が多数役員に就任しているのが実状である。

　現職公務員の理事及び監事への就任状況を示したものが、表 2-2-10 である。この表における現職
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公務員とは、所管官庁において職務に従事する常勤の公務員（公務員の身分を有する休職出向者及び

課長相当職以下の者を含み、国務大臣、副大臣、大臣政務官、都道府県知事、都道府県議会議員等を

除く。）を指す。

　まず、国所管法人の理事における現職国家公務員は 40 法人に 45 人、都道府県所管法人の理事にお

ける現職都道府県公務員は 2,882 法人に 6,712 人となっており、都道府県所管法人においては、所管

官庁出身理事（12,241 人）の５割以上が現職都道府県公務員ということになる。

　次に、国所管法人の監事における現職国家公務員は８法人に 10 人、都道府県所管法人の監事にお

ける現職都道府県公務員は 1,261 法人に 1,456 人となっている。

　理事と監事とを合計した役員数は、国所管法人においては 44 法人に 55 人の現職国家公務員が就任

しており、前年と比べて法人数で４法人、役員数で７人減少している。一方、都道府県所管法人にお

いては 2,984 法人に 8,168 人の現職都道府県公務員が就任しており、前年と比べて法人数で 106 法人、

役員数で 461 人減少している。

表２－２－ 10 現職公務員理事又は監事のいる法人数及び人数

表２－２－ 11 現職国会・都道府県議会議員理事のいる法人数及び人数
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（現職議員理事）

　国会又は都道府県議会との関係について、現職の国会議員及び都道府県議会議員の理事における就

任状況を示したものが、表 2-2-11 である。

　これによると、国所管法人の理事を務める現職国会議員は 430 人で、前年と比べて７人増加してい

る。法人数では 266 法人で、前年と同数である。また、都道府県所管法人の理事における現職都道府

県議会議員は 1,274 人で、前年と比べて 238 人減少している。法人数では 920 法人で、前年と比べて

148 法人減少している。
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第 2節個別事項の分析

（有給常勤役員の平均年間報酬額）

　指導監督基準では、役員の報酬等について、「当該法人の資産及び収支の状況並びに民間の給与水

準と比べて不当に高額に過ぎないものとすること。」と規定されている。公益法人の定款又は寄附行

為においては、役員は無報酬であるが、常勤の役員については有給とすることができる旨定められて

いることが多い。このような有給の役員（役員としての報酬を支給されていないが、職員としての給

与を支給されている者を含む。）に対する年間報酬の１人当たり平均額を示したものが、表 2-2-12 で

ある。

　これによると、有給役員がいる法人は 10,399 法人（全法人の 40.3％）であり、常勤役員がいる

法人数（12,587 法人）よりも少なく、無報酬の常勤役員もかなり存在していることが分かる。有給

役員がいる法人の中では、400 万円以上 800 万円未満の法人が 3,822 法人（有給役員がいる法人の

36.8％）、400 万円未満の法人が 3,307 法人（31.8％）となっており、800 万円未満の法人で、有給役

員がいる法人の７割弱を占めている。一方、平均年間報酬が 2,000 万円以上の法人も 92 法人あるが、

前年と比べて 23 法人減少している（図 2-2-13）。

　また、所管官庁出身常勤役員がいる法人に限っての有給常勤役員の平均年間報酬額を示したもの

が、表 2-2-14 である。400 万円以上 800 万円未満の法人が 1,262 法人（所管官庁出身者がいる法人

の 39.6％）と最も多くなっている。

表２－２－ 12 有給常勤役員の平均年間報酬額規模別法人数

図２－２－ 13 有給常勤役員の平均年間報酬額 2,000 万円以上の法人数の推移
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（職員）

　職員は、理事の職務を助け、実際の法人の活動を担う中核的存在であり、法人管理、事業執行その

他多方面での実務を行っている。職員の中には、雇用関係にある者のほか、法人の名をもって対外的

活動を行っている顧問、参与、専門委員等が含まれている。

　職員数の規模別の法人数を示したものが、表 2-2-15 である。職員の合計は 56 万 8,106 人、１法人

当たりの平均は 22.0 人、メジアンは３人であり、半数以上の法人が職員数３人以下の零細規模であ

ることが分かる。規模別には、２～９人の法人が 11,748 法人（45.5％）と半数近くを占め、次に多

いのが10～ 49人の法人の4,948法人（19.2％）である。一方、職員が１人の法人が4,528法人（17.5％）

もあり、また、職員がいない法人も 2,699 法人（10.5％）ある。このような職員がいない法人につい

ては、設立母体の企業・団体からの出向・派遣により、法人とは雇用関係にない者が事務を行ってい

る、他の企業・団体（の職員）が本務の傍らで法人の事務を行っている、行事の開催時等必要に応じ

て理事、会員等が集まって活動しているなどの状況が想定される。

　一方、50 人以上の職員がいる法人は 1,902 法人（7.4％）ある。500 人以上の職員を抱えている法

人も 137 法人あった。職員数が最も多い法人は、（社）全国社会保険協会連合会〔厚生労働省所管〕

の 22,633 人である。以下、（財）厚生年金事業振興団〔厚生労働省所管〕（8,309 人）、（社）日本自

動車連盟〔警察庁・国土交通省共管〕（3,812 人）と国所管法人が続いている（（社）全国社会保険協

会連合会及び（財）厚生年金事業振興団には、医師、看護士等の医療関係者が多数含まれている。）。

なお、都道府県所管法人では、（財）大阪福祉事業協会〔大阪府知事所管〕（2,584 人）が最多となっ

ている。

　「公益法人概況調査」では、職員のうち最低でも週３日以上出勤している者を常勤職員（パート、

アルバイト等雇用形態は問わない。）としており、その合計は 48 万 7,763 人であり、全職員数の約９

割が常勤職員となっている。

表２－２－ 14 所管官庁出身常勤役員がいる法人における有給常勤役員の平均年間報酬額規模別法人数

表２－２－ 15 職員規模別法人数
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第 2節個別事項の分析

（評議員）

　財団法人における評議員は、法人の重要事項について諮問を受けたり決定をしたりする役割を担う

ものである。通常、評議員会を構成し、理事の選任、予算・決算の承認等を行うことが多い。指導監

督基準では、財団法人には原則として評議員会を設け、評議員会において理事の選任及び予算・決算

等の重要事項の諮問を行うことを求めている。

　評議員の規模別の法人数を示したものが、表 2-2-16 である。評議員（会）制度がある法人は

11,630 法人（45.0％）で、評議員の合計は 28 万 3,763 人、評議員（会）制度がある法人についての

平均は 24.4 人、メジアンは 15 人である。

　評議員の多い法人は、（社）日本獣医学会〔農林水産省所管〕（717 人）、（社）東京電機大学校友会〔文

部科学省所管〕（665 人）、（社）明新会〔福井県教育委員会所管〕（638 人）、であるが、いずれも社団

であり、財団では、（財）日本国際政治学会〔外務省所管〕（599 人）が最大となっている（全体では

６番目）。

　評議員の合計数を社団と財団とで比較して見ると、社団で評議員（会）制度を設けているのは 1,497

法人（社団の 11.7％）である。財団については、所管官庁が評議員（会）の設置を指導しているものの、

評議員制度を設けているのは 10,133 法人（財団の 78.0％）である。

　国所管の財団と都道府県所管の財団とを比較して見ると、国所管の財団では 97.7％（3,130 法人）

が評議員（会）制度を設けているのに比べ、都道府県所管の財団では 71.7％（7,042 法人）にとどまっ

ている。

表２－２－ 16 評議員規模別法人数
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　財団の評議員規模別の法人数は、10 ～ 19 人が 4,516 法人（制度を有している財団法人の 44.6％）、

０～９人が 2,266 法人（22.4％）、20 ～ 29 人が 1,661 法人（16.4％）であり、約８割の法人が０～

29 人の範囲に含まれることとなる。50 人以上の法人も 603 法人（6.0％）あるが、これは理事数との

関連もあると考えられる（表 2-2-16）。
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　財団法人の評議員の構成について、運用指針においては、「同一の親族、特定の企業、所管する官

庁の出身者及び同一の業界関係者の評議員に占める割合は、それぞれ評議員会を実質的に支配できな

い程度（２分の１以内）にとどめることが必要である。」とされている。財団法人の評議員のうち所

管官庁出身者が占める割合別法人数を示したのが、表 2-2-17 である。

表２－２－ 18 評議員数と理事数の関係

表２－２－ 17 財団法人の評議員のうち所管官庁出身者が占める割合別法人数
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　また、財団法人の評議員の定数、特に理事会との関係について、運用指針においては、「法人の事

業規模、内容等から見て適切なものにする必要があるが、理事会を牽制する役割からみて、理事と

同数程度以上であることが好ましい。」とされている。評議員数と理事数の関係を示したものが、表

2-2-18 である。評議員（会）制度を設けている法人については、理事と同数以上の評議員がいる場

合が多くなっている。

２．財務・会計の状況

（年間収入額）

　公益法人の年間収入は、大きく分けて、

　●会費収入（民法上の社員（社団のみに存在）及び賛助会員等（社団・財団の双方に存在）からの     

　　会費収入を指す。）

　●財産運用収入（基本財産（財団のみに存在）・運用財産（社団・財団の双方に存在）の区分を問わず、

　　財産の運用から得た収入を指す。）
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　●寄付・補助金等収入（寄付金、補助金、助成金等反対給付を伴わない性質の収入を指し、拠出元

　　は、個人、企業、公的機関等のいずれであってもよい。）

　●事業収入（事業活動を行った結果として得た収入を指す。なお、ここでいう事業は、定款又は寄

　　附行為上の目的事業である事業（指導監督上の公益事業）であっても、また、公益活動を行うた

　　めに付随的に収益を目的として行う事業（指導監督上の収益事業）のどちらであってもよい。）

等からなっている。この年間収入に、前年度からの繰越金（前期繰越収支差額）を加えたものが、当

該年度の総収入となる。なお、年間支出に次年度への繰越金（次期繰越収支差額）を加えたものが当

該年度における総支出であり、総収入額＝総支出額の関係になっている。

　年間収入額の規模別の法人数を示したものが、表 2-2-19 である。これによると、年間収入額の合

計は 19 兆 229 億円となっており、集計を始めた「平成９年度公益法人概況調査」の 21 兆 5,439 億円

と比べると２兆 5,210 億円、前年と比べると１兆 3,589 億円減少しており、集計を始めてから最も少

なくなった。

　年間収入額の平均は７億 3,661 万円、メジアンは 5,909 万円であり、平均とメジアンとの間には大

きな隔たりがある。規模別に見ると、１千万円以上５千万円未満の法人の 6,693 法人（25.9％）が最

多であり、以下、１億円以上５億円未満が 6,382 法人（24.7％）、１千万円未満が 5,417 法人（21.0％）

と続くことから、収入が平均を下回る法人が多いことが分かる。

　一方、平均を超える区分である 10 億円以上の法人は 2,530 法人（9.8％）に過ぎず、極めて収入額

が大きい法人の存在により、平均が引き上げられている。

　なお、100 億円以上の年間収入額がある法人は 267 法人である。年間収入額が多い法人を順に並べ

ると、（財）公庫住宅融資保証協会〔財務省・国土交通省共管〕（6,466 億円）、（財）高年齢者雇用開

発協会〔厚生労働省所管〕（5,220 億円）、（財）民間都市開発推進機構〔国土交通省所管〕（4,079 億円）

となっている。なお、都道府県所管では、（財）横浜市建築助成公社〔神奈川県知事所管〕（1,840 億円）

が最大となっている。

表２－２－ 19 年間収入額規模別法人数

　年間収入の構成状況を示したものが、図表 2-2-20 である。社団・財団の双方において事業収入が

年間収入の約６割と最も多くを占めている。事業収入を除くと、社団においては財団よりも会費収入

の割合が高く、収入面でも法人の性格を表している。また、社団・財団を問わず、寄付金収入や行政

や民間助成団体等からの補助金等収入も得ているが、これらの合計額が総額に占める割合は社団・財

団ともに約１割程度となっている。
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（年間支出額）

　公益法人の年間支出は、大きく分けて、

　●事業費（公益法人が事業遂行のために直接要する支出で管理費以外のものを指す。なお、ここで

　　いう事業費には法人の目的事業（指導監督上の公益事業）のみならず、付随的に行う収益事業（指

　　導監督上の収益事業）に支出された費用も含む。）

　●管理費（法人の各種の業務を管理するために、毎年度経常的に支出する経費を指す。）

　●固定資産取得支出（法人の各種の業務を遂行するために不可欠な什器備品等の固定資産の取得に

　　要する経費を指す。）

図表２－２－ 20 年間収入構成
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第 2節個別事項の分析

等からなっており、土地の購入や退職給与引当預金の積み立ても資金の「支出」に当たる。これら当

該年度に支出した合計が年間支出額であり、総収入額との差額が次年度への繰越金（次期繰越収支差

額）となる。

　年間支出額の規模別の法人数を示したものが、表 2-2-21 である。これによると、年間支出額の合

計は 19 兆 438 億円、平均は７億 3,742 万円、メジアンは 5,894 万円である。

　100 億円以上の年間支出額がある法人は 265 法人である。年間支出額が多い法人を順に並べると、

（財）公庫住宅融資保証協会〔財務省・国土交通省共管〕（6,617 億円）、（財）高年齢者雇用開発協会〔厚

生労働省所管〕（5,219 億円）、（財）民間都市開発推進機構〔国土交通省所管〕（4,079 億円）、となっ

ている。

表２－２－ 21 年間支出額規模別法人数
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　一方、年間支出額が100万円未満の法人が1,274法人（4.9％）もある。無償の役務の提供（ボランティ

ア等）もあるため、金銭的な支出規模がその法人の活動状況をそのまま示すものとは言えないが、支

出額が極めて小さい法人については、十分な活動が行われていない場合もあるものと考えられる。

　年間支出の構成状況を示したものが、図表 2-2-22 である。社団・財団の双方において事業費が約

７割程度と大きな割合を占めている。一方、管理費は約１割程度であり、ウエイトは小さい。

図表２－２－ 22 年間支出構成
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第 2章 公益法人の現況

　なお、事業費については、指導監督基準において、公益法人本来の事業（付随的に行う収益を目的

とする事業を除く。）の規模を「可能な限り総支出額の２分の１以上」にするよう規定している。こ

の要件を満たす法人は、11,235 法人（社団が 5,633 法人、財団が 5,602 法人）で全法人の 43.5％と

なっている（表 2-2-23）。また、管理費については、指導監督基準において、管理費の割合を「可能

な限り総支出額の２分の１以下」とするよう規定されているが、これを満たす法人は、23,211 法人（社

団が 11,564 法人、財団が 11,647 法人）で全法人の 89.9％となっている（表 2-2-24）。この割合を超

える法人に対しては、管理費のうち何が過大であるかを把握し、役職員の削減、事務所の見直し等に

より経費の削減を図るよう、適切な指導を行う必要がある。

表２－２－ 23 公益法人本来の事業費割合別法人数
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第 2節個別事項の分析

（指導監督基準上の収益事業）

　公益法人が健全な運営を維持し、公益活動を積極的に行うためには相応の収入が必要であるが、本

来の公益活動の実施に充てるために収入確保の一方法として収益事業を行うことも認められている。

したがって、収益事業は、あくまで本来の公益事業に付随して行われるべき性格のものであり、指導

監督基準では、収益事業の規模、業種、利益の使用等について定められているほか、収益事業を行う

場合には事業計画書に明記し、他の事業と区分して経理を行うことを求めている。

　一方、法人税法上も「収益事業」の規定があるが、これは、法人税法施行令（昭和 40 年政令第 97 号）

に定められた課税対象となる 33 業種を指すものであり、その目的は問わないものである。

　ここでいう収益事業とは、法人税法上のものではなく、指導監督基準上のものであり、収益事業収

入及び収益事業費の状況を示したものが、表 2-2-25 である。これによると、収益事業収入の合計は

9,254 億円であり、平均は 3,584 万円、メジアンは０である。集計を始めた「平成８年度公益法人概

況調査」と比べると１兆 1,471 億円の減少となっており、ここ７年間減少傾向が続いている。規模別

に見ると、収益事業を実施していない法人が 20,849 法人（80.7％）とほとんどを占めている。収益

事業を行っている法人の収益事業収入の規模を見ると、１千万円未満が最も多い。法人区分による比

較では、収益事業収入の規模が大きいほど、社団より財団の法人数の方が多い。また、特に国所管の

財団の平均が高いのが目立ち、極めて収益事業収入が多い少数の法人があるために平均が引き上げら

れている結果となっている。収益事業収入が多い法人を順に並べると、（財）電気通信共済会〔総務

省所管〕（569 億円）、（財）郵政弘済会〔総務省所管〕（251 億円）、（財）大阪市職員互助組合〔大阪

府知事所管〕（191 億円）となっている。

　次に収益事業に支出した費用を見ると、合計で 7,860 億円であり、単純に言えば、収入との差額で

ある 1,394 億円の利益が出たということになる。

　規模別では、収益事業費を支出していない法人が 21,412 法人（82.9％）と収益事業を実施してい

ない法人数より若干多くなっている。この差が生じた理由としては、額が少ない等の理由によって

区分経理がされていないか、収入・支出ではなく、利益をもって収益事業収入ととらえているような

場合が考えられる。収益事業費が多い法人を順に並べると、（財）電気通信共済会（503 億円）、（財）

郵政弘済会（221 億円）、（財）聖路加国際病院〔東京都知事所管〕（201 億円）となっている。

管理費割合別法人数表２－２－ 24
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第 2章 公益法人の現況

　指導監督基準では、収益事業の支出規模を「可能な限り総支出額の２分の１以下」とするよう規定

しているが、収益事業費が総支出額の２分の１を超えている場合には、もはや付随的な事業と考える

ことは困難である。これに適合していない法人は表 2-2-26 によると、589 法人存在している。指導

監督基準の適合措置期限は既に経過していることから、適合していない法人については、早急な対応

が採られるよう所管官庁において適切な指導監督を行っていくことが必要である。

表２－２－ 26 指導監督基準上の収益事業費の総支出に占める割合別法人数
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（法人税法上の収益事業）

　公益法人が法人税法上の収益事業を開始した場合には、開始した日以後２か月以内に、収益事業開

始届出書を所轄税務署長に提出しなければならない。その届出を行っている法人の状況を示したもの

が、表 2-2-27 である。これによると、9,112 法人（35.3％）が法人税法上の収益事業を行っている

ことが分かる。
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表２－２－ 25 指導監督基準上の収益事業収入額規模別法人数及び収益事業費規模別法人数
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　法人税法施行令に定められた 33 業種のいずれの事業を実施しているかについて、当該法人の主要

な２業種を調査した結果を示したものが、表 2-2-28 である。これによると、最も多いものは、物品

販売業（2,472 法人）となっており、以下、請負業（2,426 法人）、不動産貸付業（1,226 法人）となっ

ている。

表２－２－ 28 法人税法上の収益事業種類別法人数

表２－２－ 27 法人税法上の収益事業届出額規模別法人数
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（資産額）

　資産とは、法人の有している財貨及び債権を指し、貸借対照表においては、積極財産として資産の

部に流動資産又は固定資産として計上される。

　資産額の規模別の法人数を示したものが、表 2-2-29 である。これによると、資産額の合計は 119

兆 2,060 億円、平均は 46 億 1,592 万円、メジアンは１億 540 万円である。ただし、この中には、債

務保証事業を主たる事業とし、巨額の資産を計上している法人が含まれていることから、結果として

平均額が大きく引き上げられている。これらの法人は、債務保証を主な事業として行っており、保証

債務額及び保証債務見返りを貸借対照表の負債及び資産の部に両建てで計上しているが、これらは偶

発債務（現実には発生していない債務であるが、将来的に負担する可能性のあるもの。）の一種であり、

ある意味では実態を伴わない負債・資産と考えられる。

　資産額が多い法人には、こうした債務保証を主たる事業としているものが多く、資産額が多い法人

を順に並べると、（財）公庫住宅融資保証協会〔財務省・国土交通省共管〕（61 兆 7,696 億円）、（社）

日本労働者信用基金協会〔金融庁・厚生労働省共管〕（５兆 9,578 億円）、（社）しんきん保証基金〔金

融庁所管〕（３兆 389 億円）となっている。なお、都道府県所管では、（財）阪神・淡路大震災復興基

金〔兵庫県知事所管〕（9,021 億円）が最大となっている。

表２－２－ 29 資産額規模別法人数
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（負債額）

　負債とは、法人が負っている債務を指し、貸借対照表においては、消極財産として負債の部に流動

負債又は固定負債として計上される。この中には、金銭債務や役務債務（未払金、前受金）のほか、

退職給与引当金のような会計上の債務も含まれる。

　負債額の規模別の法人数を示したものが、表 2-2-30 である。これによると、負債額の合計は 100

兆 3,936 億円、平均は 38 億 8,746 万円、メジアンは 728 万円である。平均とメジアンとの差が大き

いのは、上記資産額の場合と同様の理由による。負債額が多い法人を順に並べると、資産額の場合と

同一の法人が並び、（財）公庫住宅融資保証協会（61 兆 4,601 億円）、（社）日本労働者信用基金協会（５兆

9,043 億円）、（社）しんきん保証基金（２兆 9,958 億円）となっている。なお、都道府県所管では、（財）

阪神・淡路大震災復興基金（9,648 億円）が最大となっている。

　資産額と同様、多くの法人の負債額は小さく、１千万円未満の法人が 13,879 法人（53.7％）、

１千万円以上５千万円未満の法人が 5,109 法人（19.8％）と約７割の法人で５千万円未満となってい

る。
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（正味財産額）

　正味財産とは、資産から負債を引いた純財産のことであり、民法上登記すべき「資産の総額」とは

この正味財産の額のことである。

　正味財産額の規模別の法人数を示したものが、表 2-2-31 である。これによると、正味財産額の合

計は18兆8,124億円、平均は７億2,846万円、メジアンは7,000万円である。平均とメジアンとの差は、

資産額及び負債額の場合と比べると小さくなっている。

　規模別に見ると、５千万円未満の法人が 11,325 法人（43.9％）と約４割を占める一方で、10 億円

以上の法人も 2,901 法人（11.2％）あり、100 億円以上の正味財産を有する法人も 271 法人ある。そ

の一方で１千万円未満の法人の中にはマイナス、つまり債務超過状態にある法人も 460 法人存在して

いる。

　正味財産額が多い法人を順に並べると、（社）新金融安定化基金〔金融庁・財務省共管〕（8,132 億

円）、（財）高年齢者雇用開発協会〔厚生労働省所管〕（5,220 億円）、（財）公庫住宅融資保証協会〔財

務省・国土交通省共管〕（3,095 億円）、となっている。なお、都道府県所管では、（社）共同通信社〔東

京都知事所管〕（675 億円）が最大となっている。

表２－２－ 30 負債額規模別法人数
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表２－２－ 31 正味財産額規模別法人数
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（正味財産増減額）

　正味財産増減額とは、事業活動の遂行や資産運用による正味財産額の増減を指す。公益法人の純

財産である正味財産の前年度に比した増減額（正味財産増減額）を示したものが、表 2-2-32 である。

これによると、正味財産増減額の合計は 8,504 億円の増加、平均は 3,293 万円の増加、メジアンは

23 万円の増加となっており、実質的に資産を増やしている法人は少数にすぎないものと考えられる。

　正味財産の増加額が多い法人を順に並べると、（財）高年齢者雇用開発協会〔厚生労働省所管〕（4,021
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表２－２－ 32 正味財産増減額規模別法人数

億円）、（社）全国信用保証協会連合会〔金融庁・経済産業省共管〕（435 億円）、（社）共同通信社〔東

京都知事所管〕（376 億円）となっている。
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（内部留保の状況）

　内部留保とは、営利法人の場合、営業活動により獲得した利益のうち、株主等の法人外部の者に分

配せずに内部に留保したものであり、当該営利法人の事業拡大のために利用されるものである。した

がって、営利法人においては、内部留保が多いことは、事業活動が活発に行われていることの一つの

表れであると考えられる。

　一方、公益法人の場合、営利法人と異なり、利益の分配が禁止されていること等から、営利法人と

同様の内部留保の定義を行うことができないため、指導監督基準においては、いわゆる「内部留保」

を総資産額から①財団法人における基本財産、②公益事業を実施するために有している基金、③法人

の運営に不可欠な固定資産、④将来の特定の支払いに充てる引当資産等及び⑤負債相当額を差し引い

た額と定義している。つまり、公益法人が会費収入や事業収入等の収入から、積極的に公益事業に支

出を行った結果として残留した特定の使途のない資産（投資目的の運用資産等）を「内部留保」とし

ている。公益事業を行う非営利法人としての公益法人の性格を踏まえれば、こうした内部留保を利益

分配することができないにしても、過大に有することは適当ではないことから、その水準について、

指導監督基準においては、公益事業の適切かつ継続的な実施に必要な程度としているところである。

　この公益法人の内部留保は、資産の総額から事業遂行に直接必要と考えられる五つの類型化された

資産額を控除することにより算出されるものであることから、貸借対照表における資産・負債の構成

によっては、内部留保を計算するとマイナス値になることがある。この場合、必ずしも債務超過に陥っ

ていることを表すものではないことに注意する必要がある。

　内部留保額の状況を示したものが、表 2-2-33 である。これによると、内部留保額の合計は－ 6,767

億円、平均は－ 2,620 万円、メジアンは 784 万円である。合計及び平均がマイナスとなっているのは、

一部の公益法人について、貸借対照表における資産・負債の構成上、内部留保額が大きくマイナスと

なっているからである。
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　内部留保額が多い法人を順に並べると、（社）大阪府市町村職員互助会〔大阪府知事所管〕（548 億円）、

（社）全国社会保険協会連合会〔厚生労働省所管〕（306 億円）、（社）共同通信社〔東京都知事所管〕（258

億円）、となっている。

　また、運用指針においては、内部留保の水準は、「一律に定めることは困難であるが、原則として、

一事業年度における事業費、管理費及び当該法人が実施する事業に不可欠な固定資産取得費（資金運

用等のための支出は含めない。）の合計額の 30％程度以下であることが望ましい。」とされている。

　この内部留保の水準は一つの指標として定められたものであり、実際には、事業内容・資産規模、

その時々の経済社会情勢の変動に伴う会員数の増減等により、妥当と考えられる内部留保の水準は、

各公益法人によっても異なると考えられる。したがって、内部留保の水準が 30％を超過することが

直ちに是正指導の対象となるものではないことに注意する必要があるが、内部留保の水準が高い公益

法人については、事業活動が低調な状況が継続していることも考えられ、積極的に公益事業が行われ

るよう所管官庁において適切な指導監督が行われることが必要である。

　内部留保の水準の状況を示したものが、表 2-2-34 である。これによると、０％以上 30％以下の水

準にある法人が、12,881 法人（49.9％）であり、０％未満の 2,941 法人（11.4％）とを合せて、全

体の６割以上の法人が、30％程度以下の水準以内にあることが分かる。

表２－２－ 33 内部留保額規模別法人数

表２－２－ 34 内部留保の水準別法人数
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３．その他

（株式保有の状況）

　指導監督基準においては、運用財産の管理運用（公開市場を通じる等ポートフォリオ運用であるこ

とが明らかな場合）又は財団法人において基本財産として寄付された場合を除いて株式（有限会社の

持分を含む。）を保有することを、原則として禁止しており、これ以外の性格の株式を保有している

場合には、平成 11 年９月末までに処分することとされている。また、株式の保有が認められる場合

であっても、公益法人が営利企業を実質的に支配することのないように、その保有の割合は２分の１

を超えてはならないとされている。

　株式の保有の状況を示したものが、表 2-2-35 である。株式を保有していない法人が 23,993 法人で、

全体の９割以上に当たる。株式を保有している 1,832 法人の中で、ポートフォリオ運用を行っている

ものが 500 法人、基本財産（財団法人のみ保有を許される。）に当たるものが 875 法人あるが、その

他の理由で保有しているものは 702 法人となっている。

　指導監督基準においては、現に株式保有を行っている公益法人で必要な努力を行ったにもかかわ

らず、処分が困難な株式等を保有しているものについて、その実態を「公益法人に関する年次報

告」で明らかにした上で、原則禁止のもと、その取扱いを更に検討することとしている。これに基

づき平成 15 年 10 月１日現在で処分が困難な株式等を保有している公益法人を調査した結果は、資料

79(P.294) のとおりである。

　なお、一企業の株式の過半数を占める株式を保有している場合及びその他の理由で保有している場

合については、今後とも各公益法人において処分の努力が望まれる。

表２－２－ 35 株式の保有状況別法人数
��������������������

�������� �����������������

� � � � � � � �
�����
�����

�����
� � � �

����� � � � ����� � � � � �����

� � ��������� � � ��������� ������� ��������� ������� ��������� �������

� � ��������� �������� ��������� ��������� ������� ��������� ������� ��������� �������

� � ��������� �������� � ��������� ������� ��������� ������� ��������� �������

� � ��������� � � ��������� ������� ��������� ������� ��������� �������

� � ��������� �������� ��������� ��������� ������� ��������� ������� ��������� �������

� � ��������� �������� � ��������� ������� ��������� ������� ��������� �������

� � ��������� � � ��������� ������� ��������� ������� ��������� �������

� � ��������� �������� ��������� ��������� ������� ��������� ������� ��������� �������

� � ��������� �������� � ��������� ������� ��������� ������� ��������� �������

����������� ��������� �������� � ��������� ������� ��������� ������� ��������� �������

��������������������

�������

������

������

����

　株式を保有している 1,832 法人が何社の株式を保有しているかを示したものが、表 2-2-36 である。

これによると、１社のみの株式を保有している法人が 1,066 法人（58.2％）であり、これに、２～５

社の株式を保有している法人の 553 法人（30.2％）を加えると、全体の９割近くに達している。多く

の営利企業について株式を保有している法人を順に並べると、（財）ひょうご中小企業活性化センター

〔兵庫県知事所管〕（154 社）、（財）オイスカ〔外務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省共管〕（153

社）、（社）日本福音ルーテル社団〔文部科学省所管〕（111 社）となっている。
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　当該営利企業（合名会社を除く。）が発行する株式の 20 ～ 50％を保有している（このような企業

は、一般的に関連会社と呼ばれる。）253 法人が何社について 20 ～ 50％の株式を保有しているかを示

したものが、表 2-2-37 である。１社のみの株式を保有している法人が 187 法人（73.9％）、２社の株

式を保有している法人が 40 法人（15.8％）、３～５社の株式を保有している法人が 13 法人（5.1％）

となっている。多くの営利企業について 20 ～ 50％の株式を保有している法人を順に並べると、（財）

ひょうご中小企業活性化センター〔兵庫県知事所管〕（124 社）、（財）熊本県起業化支援センター〔熊

本県知事所管〕（35 社）、（財）北海道中小企業総合支援センター〔北海道知事所管〕（29 社）となっ

ている。

表２－２－ 36 株式保有会社数別法人数

表２－２－ 37 20 ～ 50％株式保有会社数別法人数
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　当該営利企業（合名会社を除く。）が発行する株式の過半数を占める株式を保有している（このよ

うな企業は、一般的に子会社と呼ばれる。）86 法人が何社について過半数の株式を保有しているかを

示したものが、表 2-2-38 である。１社のみの株式を保有している法人が 78 法人（90.7％）、２社の

株式を保有している法人が４法人（4.7％）、３～５社の株式を保有している法人が３法人（3.5％）

となっている。多くの営利企業について過半数の株式を保有している法人を順に並べると、（財）鉄

道弘済会〔厚生労働省・国土交通省共管〕（６社）、（社）共同通信社〔東京都知事所管〕、（財）日本

海事協会〔国土交通省〕（各々４社）となっている。
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（情報公開の状況）

　公益法人の情報公開については、民法に規定がないこともあり、従来、あまり行われていなかった。

指導監督基準においては、我が国の社会経済において重要な役割を担い、相応の社会的責任を有する

公益法人が自主的に情報を開示する必要があるとの観点から、「①定款又は寄附行為、②役員名簿、

③（社団法人の場合）社員名簿、④事業報告書、⑤収支計算書、⑥正味財産増減計算書、⑦貸借対照

表、⑧財産目録、⑨事業計画書、⑩収支予算書を主たる事務所に備えて置き、原則として、一般の閲

覧に供すること。」という規定が盛り込まれ、平成 10 年１月以降に始まる事業年度（平成 10 事業年度）

から実施されている。

　情報公開の状況を示したものが、表 2-2-39 である。これによると、公開を求められる各項目の公

開率の平均は、88.0％（前年比 0.4 ポイント増）となっている。社団と財団とを比較すると、社団の

方が財団よりも公開率が高い。これは、多くの社団が会員に対して機関紙等によって決算の状況を報

告していることとも関係するものと考えられる。

表２－２－ 38 過半数株式保有会社数別法人数

表２－２－ 39 情報公開の状況
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第 2節個別事項の分析

　また、公益法人のディスクロージャーの充実による業務運営の透明化・適正化を図るとともに、「行

政改革大綱」等に基づく公益法人改革の推進に資するための取組として、平成 13 年８月に「インター

ネットによる公益法人のディスクロージャーについて」（第１章第５節 (P.16) 参照）を申し合わせた。

本申合せに基づき、各府省は所管公益法人に対し、可能な限り平成 13 年内を目途に業務・財務等に

関する資料をインターネットで公開するよう要請したところである。

　平成 15 年 10 月１日時点の国所管公益法人におけるホームページ開設状況を示したものが、表

2-2-40 である。これによると、国所管公益法人のホームページ開設率は 71.4％（前年比 10.2 ポイン

ト増）であり、都道府県所管法人のホームページ開設率は 35.5％（前年比 9.2 ポイント増）となっ

ている。

　また、ホームページを開設している法人における項目別の掲載状況についてみると、国所管法人で

ホームページを開設している法人のうち、業務・財務に関する資料を掲載している法人がかなりある

ことが分かる〔資料 82(P.356)〕。

表２－２－ 40 ホームページの開設状況所管官庁別法人数
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（所管官庁への書類提出状況）

　所管官庁は、民法第 67 条第１項及び第２項により、所管法人の事業の実施状況、財務・会計の状

況等を把握し、適切な指導監督を行うための基礎資料を得るために、府省令、知事規則等により、事

業計画書、収支予算書、事業報告書、計算書類（収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財

産目録）等の提出を義務付けている。

　所管官庁への書類提出状況を示したものが、表 2-2-41 である。これらの書類は、指導監督基準に

おいて、各所管官庁が情報公開を行う対象ともなっているため、確実に提出させるよう適切な指導を

行うことが必要である。
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（立入検査の実施状況）

　所管官庁は、民法第 67 条第３項により、職権をもって調査（立入検査）を行うことができること

となっている。立入検査は、通常、公益法人の目的となっている事業の実施状況、財務内容、会計処

理状況等を、必要に応じて、実地に検査し把握するために行われるものである。

　過去３年間における立入検査の実施状況を示したものが、表 2-2-42 である。立入検査は、法人の

日常業務に接することができることから、指導監督の有効な手段の一つであり、平成 13 年２月には、

公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会において「公益法人の指導監督体制の充実等に

ついて」〔資料 19(P.172)〕が申し合わされ、少なくとも３年に１回は立入検査を実施すること等が

定められたところである。

　当該申合せに基づく平成 15 年度の国所管法人に対する立入検査の実施状況を示したものが、表

2-2-43 である。これによると、各府省が立入検査を行った法人は延べ 3,182 法人で、延べ所管法人

数全体（7,485 法人）の 42.5％となっている。このうち改善すべき点があった法人数は、954 法人（立

入検査を実施した法人の 30.0％）となっており、各府省の判断により改善すべき点があるとされた

主な指摘事項としては、以下のものが挙げられるが、これらについては、各府省から法人に対し、改

善のための指導を適切に行っているところである。

　また、平成 13 年度から 15 年度の間に各府省が立入検査を行った法人は延べ 7,399 法人で、延べ所

管法人数全体（7,485 法人）の 98.9％となっている。

【主な指摘事項】

　登記記載事項の変更手続きが行われていない。

　事務処理等に関する規程が整備されていない。

　公益事業の規模が総支出額の２分の１に満たない。

　計算書類において必要な注記が設けられていない。

　内部留保の水準が高い。

　各府省においては、本申合せに基づき、今後とも計画的かつ効果的な立入検査を行っていくことが

必要である。
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表２－２－ 41 所管官庁への書類提出状況
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表２－２－ 42 立入検査の実施状況

表２－２－ 43 平成 15 年度における国所管公益法人に対する立入検査の実施状況
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　財団法人　妻
つま

籠
ご

を愛する会
　　　　　　　　－地域・住民が中心となった町並み保存の先駆的法人－
　

　長野県木曽川沿いの山中に、時代を遡ったような町並み「妻籠宿」がある。今や全国で行われてい

る町並み保存であるが、ここ妻籠宿は地域や住民のたゆまない努力による町並み保存の先駆的な存在

であり、現在その保存活動の中心となっているのが「財団法人妻籠を愛する会」である。

設立の経緯と目的

　昭和 30 年代当時、長野県木曽郡南木曽町妻籠地区は過疎化による地区の衰退や、高度経済成長に

よる町の貴重な文化遺産の存亡の危機にあった。これらに歯止めをかけるべく、地元ＰＴＡによる妻

籠宿場資料の収集活動を契機として、昭和 40 年に「妻籠資料保存会」が発足し、宿場資料の展示な

どの活動を行ってきた。一方、行政サイドでも、地元南木曽町が主体となり、妻籠宿保存地区保存条

例を制定（昭和 48 年）するなど、保存事業を進めてきた。「妻籠資料保存会」は、昭和 43 年、発展

改組し、住民団体として妻籠の全住民で組織された「妻籠を愛する会」が設立された。また、昭和

46 年には住民の総意による「妻籠宿を守る住民憲章」が制定され、「売らない」「貸さない」「こわさ

ない」の三原則の下、保存をすべてに優先させることとした。これは、町並み保存という地域振興策

が一過性の観光ブームに終わるのではなく、50 年、100 年といった長いスパンの中で保存優先の理念

を立てたものであった。その後、国の「重要伝統的建造物群保存地区」制度が発足するなど制度的な

整備も整ったことや、住民個々の財力だけに頼るのではなく、地域全体の支援や全国の支援による恒

久的な保存体制が必要であるとの判断から、公益法人形態による運営を行うこととし、町当局とも相

諮って、昭和 58 年に町や住民の寄付により「財団法人妻籠宿保存財団」が設立され（所管官庁は長

野県教育委員会）、平成２年に「財団法人 妻籠を愛する会」と名称変更を経て現在に至っている。ち

なみに、妻籠宿における町並み保存活動は、昭和 50 年の文化財保護法の改正による「重要伝統的建

造物群保存地区」制度発足のきっかけにもなったものであり、妻籠宿は、昭和 51 年に重要伝統的建

造物群保存地区の第１号の選定を受けている。

町並み保存と法人の活動

　妻籠宿の町並み保存活動は、住民、行政、識者の三者が一体と

なったものであるが、そこに居住する住民の賛同が必要不可欠で

ある。都会居住者は懐古指向が強い反面、地方居住者は「新しい

もの」を取り入れたいという意識が強く、「古いもの」を保存す

るのは、住民の理解と結束に並々ならぬ努力を要した。保存の形

態も、博物館的な「凍結保存」ではなく、住民がそこに暮らしな

がら保存するという「動態保存」の形態を採っており、そこに居住する住民自ら保存事業の推進を図っ

ていくというものである。ちなみに、保存地区の住民は、建物の小規模な修繕等は自らで行うが、こ

れは技術等の伝承という意味合いも持っている。

　現在、町並み保存のために、県、町、法人それぞれの協力の下、空き屋や付近の山林の買取りや借

上げ等を積極的に行っており、町並みを一体的に保存する活動を行っている。

妻籠の町並み
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　ユニークな事柄としては、妻籠宿では、過去に長らくの間「喫茶店論争」があった。これは、喫茶

店の遊戯施設等が街の景観を壊すのではないかという危惧から喫茶店の設置を認めるかどうかという

論争であった。約 10 年間にわたる論争の結果、喫茶店形態の営業は認めないが、一般の飲食施設（食

堂等）において、コーヒー等を供するのは可能という結論に落ち着いた。また、妻籠宿では、例えば

宿泊施設等では客室にテレビも置かず消灯時間を設けるといったことや、景観維持の観点から電柱を

一本も設置しないなど、徹底した保存活動が行われている。反面、住民の快適な生活環境の維持のた

めに、町並みを壊さない配慮の下、下水道の完備がなされたりもしている。また、町並み保存地区は

ほとんどが木造建築のため、住民の防火意識が高い。定期的な防火訓練を実施するとともに、防火設

備の充実にも努めている。例えば、消火栓を２、３軒に１か所設置したり、高齢者等も難なく使用で

きるように防火設備の改善に努めたりと工夫を凝らしている。

　町並み保存事業は、現在一段落し、ソフト面での活動に積極的に努めている。例えば、建物の修繕、

文化財防火訓練、休耕田の景観整備、草花の手入れの実施を行ったり、普及事業として、広報誌の発

行、講座の開催、メディア対応、また、交流事業として、全国町並み保存連盟への参加、諸外国の地

域づくり担当者との交流など、幅広い活動を行っている。今後も、ソフト面での事業を推進していく

こととし、例えば、町並み保存地区における草花の植栽などにより「花の香りある町づくり」や、国

内のみならず諸外国にも呼び掛けて植林や清掃の実施等を推進していくこととしている。

　

　以上のように、本法人は、地域や住民と一体となった町並み保存を行っているが、少ない財産基盤

や人数で活動しているのが現状である。こうした中でも地道な活動により、今まで多くの実績を残し

てきたのは、町並み保存という公益活動が単なる一過性のものではなく、確かな目的を持った上で徹

底した保存活動を、地域や住民と協力しながら計画的・継続的に実施してきた証であるといえよう。
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